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２０２６年度若手実践的課題研究助成募集要項 
 

 ２０２６年度ニッセイ財団  

高齢・地域共生社会助成 ―共に生きる地域コミュニティづくり― 

実践的研究助成 

若手実践的課題研究助成 

募集要項 

  

 高齢・地域共生社会助成の趣旨 

超少子高齢社会・人口減少社会を活力あふれる社会へ 

ご高承のとおり、日本は世界のどの国も経験したことのない超少子高齢社会を迎

えています。長寿化により 65歳以上人口は 2043 年まで増え続け、その後減少に転

じるものの総人口減少とあいまって、その割合は 2070 年には約 39％の水準になる

ことが見込まれています。 

これに伴い、高齢単身世帯・夫婦のみ世帯や認知症高齢者が増加する一方、従来

の地域・家庭・職場の支え合い機能が変容する中、それらの人々がお互いを支え合

う力、つながりは脆弱になり、孤立する人が増えていくことが予想されます。 

 

 日本の社会福祉は第２の大転換期を迎えています。第１の社会福祉の転換期は、

1980年代の施設中心から在宅中心への転換期で、フォーマル・インフォーマルなサ

ービスを充実させて在宅生活を支援する社会福祉への転換でした。現在の第 2 の転

換期は、社会福祉だけでなく、医療や教育、さらには農漁業や文化までを包括的に

対応する、従来の縦割りを超えて全ての住民やその世帯に対するコミュニティを基

礎にした包括的支援体制の構築、地域共生社会の実現です。 

 これらに対する研究を行う研究者・実践家に対して助成を行います。 

  

 Ⅰ. 若手実践的課題研究助成の趣旨 

若手実践的課題研究助成は、研究者と実践家が協働し、現場の実践をベースにし

て、実践に役立つ成果をあげるための研究を助成対象としています。 
本年度も４つの分野の中のテーマ（Ｐ２参照）に対する課題を明確にした若手実

践的課題研究への助成を行います。 
地域共生社会の実現に向け、今後の地域包括ケアシステムに活かしていける、そ

して包括的支援体制が展開できる先駆的で汎用性の高い実践的研究に大きな期待

を寄せております。 
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Ⅱ. 研究助成対象分野・テーマ 

 

分野番号 1:「いつまでも地域で高齢者が安心して生活が送れるまちづくり 

（地域包括ケアシステム）の推進」 

分野番号 2: 人生 100 年時代の「高齢者の生きがい・自己実現・就業支援」 

 

分野番号 3:「認知症の人が地域で安心して生活ができるまちづくり」（本財団恒久分野）  

 

分野番号 4:「孤独・孤立の解消に向けて人々のつながりを深めるまちづくり」     

 

 

＜分野別テーマ番号＞ 

 

【分野番号 1】「いつまでも地域で高齢者が安心して生活が送れるまちづくり（地域包括ｹｱｼｽﾃﾑ）の推進」 

ﾃｰﾏ番号 1 在宅サービス（医療、ケア、住宅等を含む）の推進 

2 高齢者を支える介護・看護・医療連携システムの開発、実践 

3 ＩＣＴ技術を活用した地域情報共有システムの開拓的な実践 

4 在宅生活を推進するための住民や専門職の連携・人材養成 

5 施設と家族・地域のつながり 

6 インクルーシブな地域社会の構築へ向けての実践 

7 家族介護者へのケア体制確立に向けての実践 

8 在宅ターミナルケアにおける専門職種によるチーム活動 

 

【分野番号 2】人生 100年時代の「高齢者の生きがい・自己実現・就業支援」 

ﾃｰﾏ番号 1 人生 100 年時代のライフサイクル構築への取組 

2 ターミナル期にある人やその家族に対するソーシャルワーク支援 
（在宅ケア・死後の財産処分、グリーフケア等） 

3 高齢者の潜在能力の開発（美術、音楽、演劇、自分史）と能力発揮の場づくり 

4 高齢者ボランティアの養成 

5 新しい働き方、新しい労働形態（ｿｰｼｬﾙｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ）、社会参画の開発 

6 在職中の人に対する退職前教育の在り方 

 

【分野番号 3】認知症の人が地域で安心して生活ができるまちづくり」（本財団恒久分野） 

ﾃｰﾏ番号 1 認知症ケアへ向けて医療と介護の連携 

2 認知症の人の権利擁護の推進 

3 軽度認知障害に対する相談、支援体制 

4 若年性認知症の人に対するケア 

5 認知症介護者に対する支援 

6 認知症の人を支えるまちづくり（認知症サポーター等を含む支援人材づくり） 

 

【分野番号 4】孤独・孤立の解消に向けて人々のつながりを深めるまちづくり     

ﾃｰﾏ番号 1 「閉じこもり高齢者」と地域とのつながりづくり 

2 独居高齢者の生活支援のための開拓的な実践 

3 孤独・孤立・ひきこもり解消に向けた世代間交流、居場所づくり 
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Ⅲ.若手実践的課題研究助成対象者および募集概要 

１. 助成対象者（代表研究者） 
 

     ４５才未満の研究者(注１) または 実践家(研究者であり実践家である者も含む) 
 

※大学院博士課程(博士後期課程)在籍者、修了者等も含む（注２） 

 

  ２.募集概要 

 

(注１)２０２６年４月１日現在４５才未満（１９８１年４月２日以降生まれ） 

 

  (注２) 以下に該当する者も助成対象者（代表研究者）及び共同研究者とする 

 

① 大学院博士課程（博士後期課程）に在籍している者で、指導教員の 

              推薦を受けた者 

② 大学院博士課程（博士後期課程）を修了、または単位取得退学した者で、 

        常勤の職にない者 

 

    (注３) 

 

 

 

     代表研究者が研究者の場合、研究組織に必ず実践家が参画すること。 

     代表研究者が実践家の場合、研究組織に必ず研究者が参画すること。 

 

研究対象 前ページの「Ⅱ. 研究助成対象分野・テーマ」に対する 

課題を明確にした「実践的研究」(注４) 

研究組織(注３) 複数名の研究組織で研究者と実践家の双方が参画(注 3) 

共同研究者が研究者の場合は４５才未満(注１)とする。 

共同研究者が実践家の場合は年齢を問わない。 

助成期間・金額 ２０２６年１０月より１年間 

1件最大１００万 

助成予定件数 ４～６件程度 

研究成果の社会還元 ワークショップにて報告 

申請方法 本財団ホームぺージからのＷｅｂ申請にて応募 

(※2025年度より変更) 

応募締切 ２０２６年６月１２日（金）23:59 入力まで 

助成の決定 本財団選考委員会にて選考の上、９月の理事会で決定 

 代表研究者 共同研究者 

研究者 ４５才未満 ４５才未満 

実践家 ４５才未満 年齢制限なし 
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  (注４) 

【重要】「実践的」とは次の要件を全て満たしている研究で評価要件となります。 

 

○研究者と実践家（社会福祉士、介護福祉士、看護師、理学療法士、 

保健師、臨床心理士等現場の職員）が協働して取り組むこと。 

よって研究組織に研究者と実践家が共に参画していること。 

 

        ○実践活動をベースに、サービス開発やシステム・制度設計の提案、 

提言、マニュアルの作成、試行のフォローアップに取り組むこと。 

 

             ○研究手法が具体的に明示されていること。 

    実践のデータを収集し、仮説を策定し、質的・量的な分析を通じて 

    仮説を検証し、実践を通じて評価する実証研究の手法、 

    または、実践を考案し、それを試行、検証、修正を通じて理論化し 

ていくアクションリサーチの手法 

     

        ○研究結果が提案性・提言性に富み、開発された手法や提案・提言が 

   実行性に優れ、成果の対象フィールドへの還元や他地域への波及が 

   期待されること。 

 

       ○文献調査等の予備研究が終了していること。 

 

 

３.報告義務 
 

   助成開始時に覚書を締結し、これに基づき半年毎に研究の経過報告、収支報告、 

中間時（実践的課題研究のみ）に会計報告、助成期間終了後に研究成果報告 、 

会計報告をしていただきます。 

  なお、研究の経過報告、成果報告へのアドバイス等、助成期間中、本財団 

選考委員よりサポートさせていただきます。 

 

 

４.研究成果の社会還元 
     

助成期間終了後、本財団が開催する公開によるワークショップで研究成果の 

報告を行っていただきます。 

また「財団ホームページ」にも研究成果を掲載し、社会還元に努めていきます。 
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  ５.特にご留意いただきたい事項 

 

  助成対象とならない研究 
 

     ●営利を目的とする研究、営利につながる可能性の大きい研究 

     ●他の機関から委託を受けている研究（予定を含む） 

     ●海外調査、海外出張を主な内容とする研究 

     ●技術開発・教材開発中心の研究 
   

応募資格 
 

   代表研究者の国籍・所属や資格は原則として問いません。但し、以下に 

該当する人は代表研究者にはなれません。 

  ●海外居住者 

  ●営利の追求を目的とする機関（企業）に所属する者 

  ●過去に本財団の高齢・地域共生社会実践的研究助成を受けた者 
 

       代表研究者は、当該研究組織を代表しその中心となって研究のとりまとめ 

を行い、研究助成金の管理、及び報告事務等を含めて、研究計画の遂行に 

責任を持ちうる人とします。 
 

人権の保護及び法令等の遵守への対応 
 

研究計画を遂行するに当たって、相手方の同意・協力を必要とする研究、 

個人情報の取り扱いの配慮を必要とする研究、生命倫理・安全対策に対す 

る取り組みを必要とする研究など、法令等に基づく手続きが必要な研究が 

含まれている場合には、どのような対策と措置を講じるのかを、申請書に 

記述ください。 

例えば、個人情報を伴うアンケート調査、インタビュー調査など、研究 

機関内外の倫理委員会における承認手続きが必要となる調査・研究など 

が対象となります。 
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Ⅳ. 選考について 

 

申請書により、本財団の選考委員会において実践的研究の意義（Ｐ４参照）、 

研究デザインの妥当性、計画性、社会への貢献性、波及性等から総合的に選考を 

行い、２０２６年９月の理事会で最終決定の予定です。 

 

  尚、選考の結果、より充実した研究成果を挙げるために、研究方法の変更、 

研究メンバーの補強などを助成の条件とすることがあります。 

 

※「採」・「否」の結果は、申請者全員にメールで通知します。 

「採」・「否」の理由に関しては、お問い合わせには応じかねますので、あらかじめご了承く

ださい。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
［２０２５年度 実践的課題研究・若手実践的課題研究の選考委員長選考講評の抜粋］ 
 

 今年度の応募件数は、実践的課題（２年助成）が７５件、若手実践的課題（１年助成）が３２件

で、研究分野全体では１０７件となりました。分野別では、実践では第 1 分野が３４件と、申請

件数の５割弱を占め、他分野を一段突きぬけた結果となりました。2023年よりテーマ設定しまし

た第 4分野が次に多い件数となっています。若手においても同様の傾向が見られます。 

本財団は、研究者と実践家が協働し、現場の実践をベースにして、実践に役立つ成果をあげる

ための研究に対し、助成を行っています。今回の申請の中に、『研究課題が不明確なもの』『研究

の枠組み、研究方法、スケジュールが具体性に乏しいもの』『助成金使途が研究に直結しないもの』

が一部見受けられたことは残念です。 

 全申請について、研究の意義、研究デザインの妥当性、計画性、社会への貢献性、波及性等、

様々な角度から選考した結果、実践的課題（２年助成）については、３件を採択しました。昨年

度採択の３件の継続助成とあわせ、助成金額は６件９７７万円となります。また若手実践的課題

（１年助成）については、５件４８４万円を採択しました。 

 今回採択した研究概要は、「２０２５年度実践的研究新規助成研究概要」をご確認ください。認

知症があっても災害時に避難できる安全安心なまちづくりモデルの提言に向けた研究や、住民ボ

ランティアが高齢患者にせん妄・認知症ケアを提供するケアモデルの有効性と普及可能性を検証

する研究など、地域共生社会の実現に向けた課題解決に資する研究となっています。 

２０２６年度も、地域共生社会の実現に向け、その課題を的確にとらえた内容の研究、特に認

知症関係や若手研究者からの積極的な応募も期待しています。 
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Ⅴ. 助成金の使途 

 

助成金の使途は、「実践的研究助成金費目一覧」の通りとします。 

       謝金、旅費、交通費、宿泊費等については、代表研究者が所属する大学・団体の 

「諸経費支出規定」に従ってください。 
 

  実践的研究助成金費目一覧 

費  目 説    明 

(1)研究補助者経費 

   研究協力者謝金 

   研究作業者謝金 

   外部講師謝金 

共同研究者以外の外部協力者からの助言、協力に対する謝金 

研究活動に必要な資料、実態調査等の研究補助作業者・作業従事者に対する謝金 

研究のためのワークショップやフォーラム等の開催に協力してくれる共同研究者以外の外部

講師に対する謝金 

(2)旅 費 

  国内旅費 

     会議旅費 

  海外旅費 

研究のための出張に伴う交通費、宿泊費、雑費 

会議や研究のためのワークショップやフォーラム等に参加するための交通費、宿泊費、 

雑費(海外旅費については、海外出張をしないと研究にならない場合など、非常に限定的な

ものとする) 

(3)調査・機器経費 

   調査委託費 

   コンピュータ費 

   機器・備品費 

アンケート調査、データ集計等を外部に委託する場合の経費（一括外注は不可） 

コンピュータ・プログラム開発、データ処理、コンピュータ使用料、プログラム借用料等の 

経費 

研究に使用するための１点１０万円以上の機器・備品費（機器の取付け費を含む） 

(4)資料・印刷費 

   資料費 

   印刷・複写費 

研究のための写真、記録媒体等の経費 

研究のための調査票・集計表等の印刷費、書類の複写費、報告書の印刷費 

(5)会議経費 

   会場借用料 

   会議雑費 

会議や研究のためのワークショップやフォーラム等の会場として借用する場合の不動産 

借用費、会議や研究のためのワークショップやフォーラム等の際の茶菓子、弁当代、通信費

等 

(6)通信・運搬費 通信費、機器運搬費 

(7)消耗品費 研究のための一般文具用品、消耗品費及び１点１０万円未満の機器・備品費 

研究のための書籍、論文等の購入費 

(8)雑経費 翻訳料、速記料、調査対象者贈答品費、設備・機械・器具等の保守管理費、研究集会参加

費、その他の経費 

 

 (注)次の経費は認められません 
 

     ○代表研究者・共同研究者の人件費、日当、謝金 

   ○単なる広報活動としてのシンポジウムや講演会の開催費 

   ○大学等の研究室に通常配備されている機器・備品類（パソコンを含む）支出 

    ○研究計画に記載のない旅費への支出 

   ○研究組織の運営管理に必要な一般管理費 

   〇所属機関での間接費(オーバーヘッド) 



 
8 

２０２６年度若手実践的課題研究助成募集要項 
 

Ⅵ. 応募手続 

１.応募方法 本財団のホームページよりＷｅｂ申請にてご応募ください。 

         尚、手続きの手順は下記をご参照ください。 
 

  ２.応募締切 ２０２６年６月１２日（金）23:59入力〆 
 

  ３.申請にあたっての留意点  

 

     ●申請書は日本語で記入ください。 

      ●記載紙面の追加、規格外の紙面の使用、資料の添付は選考対象外となります。 

     (ページ数は厳守ください。文字の大きさ・行数の指定はありません) 

      ●記入漏れは選考対象外となります。 

      ●ご提出いただいた申請書は返却いたしません。 

 

申請書記載等の個人情報については助成選考時に使用します。また助成決定分については、

助成結果の公表時に使用します。 

 

【応募手順】※ページ数が増えると送信エラーとなります            

                   

 当助成への応募はＷｅｂ申請となります。 

下記手順に沿ってご応募ください。 

                           

 ①当財団ＨＰ内の「研究・地域活動助成 高齢・地域共生社会助成」のページから、 
オレンジ色の枠の「募集の概要」をクリック 

②募集概要ページの下、「３.申請の手続き」「若手実践的課題研究助成」欄の 
「マイページに新規登録・ログインする」をクリックし、基本情報の新規登録を行ってください  

(すでに登録済みの方はログインください) 
③登録されたメールアドレス(=ＩＤ)に「仮登録のお知らせ」のメールが送信されます 
  メールに記載されたＵＲＬにアクセスして確認ボタンを押すと、登録が完了します 

 ④登録が完了すると、「登録完了のお知らせ」メールが送信されます 
 ※｢採｣｢否｣の結果等もこの登録されたメールアドレスにお送りします 

 ⑤ＩＤとパスワードを使用してマイページにログインし、下記要領にて申請を進めてください 
 ・Ｗｅｂ入力項目 

―「申請受付フォーム」の空欄に入力  
・Ｗｅｂ入力項目以外 

―「申請受付フォーム」からダウンロードした申請書様式(Word)に入力、  
ＰＤＦファイルとして一旦保存したうえで、「申請受付フォーム」の所定欄より 
アップロード 

     ⑥最後に、『申請する』ボタンを押してＷｅｂ申請完了 
     尚、Ｗｅｂ申請が完了しましたら「応募完了のお知らせ」のメールが届きます 

         

お問い合わせ先 

ニッセイ財団 高齢・地域共生社会助成事務局 

℡ 06-6204-4013(平日 10-17 時) 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ kourei-fukusi@nihonseimei-zaidan.or.jp 

 

(二次元コード) 


